
- 1 -

命  令  書 (写し ) 
 

 

申立人   大阪府大阪市淀川区西中島七丁目１２番９号  
      全日本建設交運一般労働組合関西支部  
            執行委員長  Ｘ１  
 
被申立人   京都府京都市下京区西木屋町通正面下ル八王子町１０３番

地  
      灰孝小野田レミコン株式会社  
            代表取締役  Ｙ１  
 
 
 上記当事者間の滋労委平成２１年（不）第５号灰孝小野田レミコン不

当労働行為救済申立事件について、当委員会は、平成２３年２月２５日

第１３４０回、同年３月７日第１３４１回および同年３月１４日第１３

４４回公益委員会議において、会長公益委員肱岡勇夫、公益委員吉田和

宏、同吉澤幸子、同土井裕明および同中岡研二が合議の上、次のとおり

命令する。  
 

主    文  
 

１ 被申立人が、平成２０年（２００８年）７月１６日付け覚書に定め

られた申立人との事前協議を行わずに、平成２１年８月３１日に生コ

ンミキサー車を２台減車したことは、労働組合法第７条第３号に該当

する不当労働行為であることを確認する。  
２ 被申立人が、申立人組合員Ｘ２氏退職後に採用されるべき正社員と

して申立人が自己の組合員を推薦したにもかかわらず、そのうちから

すみやかに内定者の選定作業に入らなかったことは労働組合法第７条

第３号に、同作業に入らなかったことについて団体交渉で合理的な説

明を行わなかったことは同条第２号にそれぞれ該当する不当労働行為
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であることを確認する。  
３ 被申立人は、本命令書受領後２週間以内に、下記内容の文書を申立

人に手交し、同文書を縦８０センチメートル、横５５センチメートル

の白紙に明瞭に記載して、本社事務所入口脇および大津工場正門脇の

それぞれ見やすい場所に２週間掲示しなければならない。  
記  

年  月  日  
全日本建設交運一般労働組合関西支部  
執行委員長  Ｘ１  様  

灰孝小野田レミコン株式会社  
代表取締役  Ｙ１   

 
当社が行った次の行為は、滋賀県労働委員会において、（１）につい

ては労働組合法第７条第３号に、（２）については同条第２号および第

３号に該当する不当労働行為であると認定されました。つきましては

本件について謝罪するとともに、今後このような行為を繰り返さない

ようにいたします。  
（１）当社が、平成２０年（２００８年）７月１６日付け覚書に定め

られた貴組合との事前協議を行わずに、平成２１年８月３１日に

生コンミキサー車を２台減車したこと。  
（２）当社が、貴組合員Ｘ２氏退職後に採用されるべき正社員として

貴組合が自己の組合員を推薦したにもかかわらず、そのうちから

すみやかに内定者の選定作業に入らなかったことや、同作業に入

らなかったことについて団体交渉で合理的な説明を行わなかった

こと。  
（注：年月日は文書を交付した日を記載すること） 

４ 申立人のその余の申立は棄却する。  
 

理    由 

   

第１ 事案の概要等 
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 １ 事案の概要   

   本件は、被申立人灰孝小野田レミコン株式会社（以下「被申立会

社」という。）が、申立人全日本建設交運一般労働組合関西支部（以

下「申立組合」または「建交労」という。）に対し、平成２１年度賃

上げについて、Ｗ労働組合（以下「Ｗ労組」という。）およびＶ労働

組合（以下「Ｖ労組」という。）との団体交渉の妥結を待つとしたこ

とが労働組合法第７条第２号および第３号に、申立組合と平成２０

年（２００８年）７月１６日付けで締結した覚書（以下「平成２０

年（２００８年）７月１６日付け覚書」という。）で定められた事前

協議を行うことなく、平成２１年８月３１日に生コンミキサー車を

減車したことが同第３号に、申立組合のＸ２組合員（以下「Ｘ２組

合員」という。）退職後に採用されるべき正社員として申立組合が自

己の組合員を推薦したにもかかわらず、そのうちからすみやかに内

定者の選定作業（以下「申立組合推薦による内定者選定作業」とい

う。）に入らなかったことおよび団体交渉において同作業に入らなか

ったことについての合理的な説明をしなかったことが同第２号およ

び第３号にそれぞれ該当する不当労働行為であるとして救済申立て

のあった事件である。 

 ２ 請求する救済の内容（要旨） 

（１）一律１万円の賃上げを平成２１年４月に遡及して計算し、既支

給額との差額を申立組合に支払うこと 

（２）平成２１年８月３１日付けの減車を撤回すること 

（３）申立組合推薦による内定者選定作業に速やかに入ること 

（４）謝罪文の掲示 

 ３ 本件の争点 

（１）平成２１年度賃上げについて 

  ア 平成２１年４月２７日の団体交渉において、平成２１年度賃

上げ額を月額１万円とする労使間の合意があったか。 

  イ  被申立会社が、前記アの団体交渉の後の団体交渉において、

平成２１年度賃上げ額はＷ労組およびＶ労組との間の集団交

渉での妥結を待つという態度をとったことは、申立組合を弱体
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化させる支配介入にあたるか、また、不誠実な交渉にあたるか。 

（２）平成２１年８月に生コンミキサー車が減車されたことについて 

  ア 被申立会社が、平成２０年（２００８年）７月１６日付け覚

書に定められた申立組合との事前協議を行わずに減車したこ

とは、申立組合を弱体化させる支配介入にあたるか。 

（３）Ｘ２組合員退職後の従業員採用について 

  ア  平成２１年５月１５日もしくは同年６月２日の団体交渉に

おいて、Ｘ２組合員退職後の従業員採用について、申立組合推

薦の労働者を正社員に内定する旨の合意があったか。 

  イ 被申立会社が、申立組合推薦による内定者選定作業に入らな

かったことは、申立組合を弱体化させる支配介入にあたるか。 

  ウ 被申立会社が前記アの団体交渉の後の団体交渉において、申

立組合推薦による内定者選定作業に入らなかったことについ

て合理的な説明を行わなかったことは、不誠実な交渉にあたる

か。 

 

第２ 当事者の主張の要旨 

  １ 争点１（平成２１年度賃上げ）について 

（１）平成２１年４月２７日の団体交渉において、平成２１年度賃上

げ額を月額１万円とする労使間の合意があったか、について 

ア 申立組合の主張  
  従来、被申立会社は、労働組合側がＷ労組およびＶ労組、使

用者側が京都府および滋賀県（以下「京滋地区」という。）にあ

る生コン製造会社のうち従業員にＷ労組およびＶ労組の組合員

がいる会社、の間において合同で実施される団体交渉（以下「集

団交渉」という。）に参加しており、申立組合は、被申立会社と

独自に団体交渉をしてきたが、集団交渉の妥結結果とほぼ同様

の金額で妥結してきた。  
  平成２１年度春闘における集団交渉では、労働組合側の実質

的な賃上げ要求額は１万円であったところ、同年４月２７日に

賃上げを議題とする団体交渉が申立組合と被申立会社との間で
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行われた。  
交渉では、被申立会社の常務取締役営業部長（申立当時。審

問終結時の役職は、常務取締役工場長。）Ｙ２（以下「Ｙ２常務」

という。）は、集団交渉で５桁決着が話題になっている旨を述べ、

これに対し、申立組合の特別執行委員Ｘ３（以下「Ｘ３特別執

行委員」という。）が、「建交労は独自交渉なので、これの最低

ラインの１万円を回答しておけば今後の交渉がうまくいくので

はないか」と話したところ、Ｙ２常務は「５桁から行こうか」

と、申立組合に対し１万円の賃上げを回答した。なお、この際、

集団交渉での妥結などの条件は一切付されていなかった。また、

同日の団体交渉議事録確認には、「２００９年度賃上げについて

は、１万円で４月度より遡及、処理する」と記載されており、

申立組合と被申立会社との間で月額１万円の賃上げについて合

意したことは間違いない。  
同年５月１５日の申立組合との団体交渉では、１万円の賃上

げについての争いはなく、もっぱら大阪地区における賃上げ額

との格差を解決金処理することについて協議がなされ、申立組

合は、１万円の賃上げを４月に遡及処理することや解決金額な

どを定めた同日付けの確認書を押印の上で被申立会社に提出し

ており、被申立会社から突き返されることを前提としてこのよ

うな書面を提出することは考えにくく、上記確認書の記載内容

にかかる合意があったと見るべきである。  
   イ 被申立会社の主張  
     平成２１年４月２７日の時点で労使間の合意など成立するは

ずがない。その最大の理由は、集団交渉が妥結にいたっておら

ず、それどころか全然進展もしていないのに、早々に申立組合

と１万円などと合意するはずがない。  
被申立会社と申立組合との間における賃上げについては、少

なくともここ数年、集団交渉における妥結を待って、全く同一

内容で申立組合と確認書を締結してきており、このことについ

て申立組合から特段の異論が出たことはなかった。 
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同年度の集団交渉においては、労働組合側の実質要求額は１

万円であるとの話が出ていたが、あくまでも労働組合側の実質

要求であり、使用者側の回答ではなく、ましてや労使間で合意

が成立したということは一切なかった。 

同年４月２７日の申立組合との団体交渉において、Ｙ２常務

は、集団交渉では労働組合側から１万円の実質要求が出ている

が妥結の目処は立っていないこと、例年どおり集団交渉で決ま

ったら申立組合にも同じようにし、４月に遡及して精算するこ

とを説明した。これに対し、Ｘ３特別執行委員は、１万円なら

それでよい、集団交渉が妥結するまで１年でも待つ旨、返答し

た。 

賃上げについて妥結した場合には、その妥結の日付で確認書

を締結してきているが、同年度においては、同年４月２７日付

けはもとより、いかなる日付であっても確認書が締結されてい

ない。同年５月１５日の申立組合との団体交渉において、申立

組合は、同日付けの確認書案を提示したが、その文面では合意

に達した日付は同年（２００９年）５月１５日となっており、

同年４月２７日に合意したならば、文面にそのように記載され

ているはずである。また、上記確認書案については、被申立会

社側は調印を拒否しており、同年５月１５日にも合意が成立し

ていないことは明らかである。  
（２）被申立会社が、平成２１年４月２７日の団体交渉の後の団体交

渉において、平成２１年度賃上げ額はＷ労組およびＶ労組との間

の集団交渉での妥結を待つという態度をとったことは、申立組合

を弱体化させる支配介入にあたるか、また、不誠実な交渉にあた

るか、について 

  ア 申立組合の主張 

    平成２１年４月２７日の団体交渉において、月額１万円の賃

上げに合意したことは間違いがない。また、同年５月１５日の

団体交渉において、同日付け確認書記載にかかる解決金処理に

ついて合意があったことも優に認められる。 
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    ところが、同年６月２４日の団体交渉においては、被申立会

社は突然態度を変え、賃上げに関しては団交決裂となった。 

    被申立会社は、賃上げ等に応じないばかりか、他の労働組合

との妥結ができていないので賃上げを実施できないという理由

にならない回答を繰り返すようになり、賃上げ等を実施できな

い合理的理由について未だ説明していない。 

    集団交渉での妥結を賃上げの条件とするといった話は団体交

渉の中では出ておらず、被申立会社の行為はＷ労組ないしＶ労

組の保護育成を通じて、申立組合の自主性を否定すると同時に、

申立組合の弱体化を目的としていることは明らかである。 

   イ 被申立会社の主張 

     平成２１年６月２日、同月２４日、同年７月２９日の団体交

渉においては、賃上げについてはほとんど何のやりとりもなか

った。その後の団体交渉においても同様である。 

     申立組合が、平成２１年度賃上げ額の交渉が決裂したと主張

する同年６月２４日は、Ｙ２常務が所用のため団体交渉を短時

間で退席したため、ほとんど実質的なやりとりは行われておら

ず、決裂するしない以前の問題である。しかも団体交渉議事録

確認が存在しない。 

     同年６月２日、同年７月２９日、同年８月２１日の団体交渉

議事録確認においては、「２００９年度賃上げについて」という

項目が消されずに残っており、これは「合意」も「決裂」もし

ていないことを物語っている。 

同年における京滋地区の集団交渉は全く進展しておらず、こ

のような状況では改めて申立組合に対して話をするようなこと

は何もなかった。集団交渉が妥結する見込みは立っていないが、

これが妥結すれば、申立組合についても一切の差別はなく同じ

条件で妥結することは、長年の労使慣行であり、申立組合弱体

化の意思など微塵も存在しない。 

  ２ 争点２（平成２１年８月に生コンミキサー車が減車されたこと）

について 
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（１）被申立会社が、平成２０年（２００８年）７月１６日付け覚書

に定められた申立組合との事前協議を行わずに減車したことは、

申立組合を弱体化させる支配介入にあたるか、について 

ア 申立組合の主張  
  申立組合と被申立会社は、平成２０年２月１５日に、被申立

会社における生コンミキサー車の台数を２３台とする協定書

（以下「平成２０年（２００８年）２月１５日付け協定書」と

いう。）を締結したが、被申立会社の生コン輸送は、株式会社Ｕ

（以下「Ｕ社」という。）も請け負っているところ、Ｕ社の従業

員はＷ労組の組合員で構成されており、Ｕ社への優先配車がな

されることに危機感を抱いた申立組合が、被申立会社の従業員

と車両を最低限確保しておきたいという考えから締結したもの

である。  
同年７月１６日には、申立組合、Ｖ労組および被申立会社と

の三者間で、被申立会社における生コンミキサー車を６台減車

して１７台とする平成２０年（２００８年）７月１６日付け覚

書を締結した。この覚書締結にあたって、申立組合は、Ｕ社に

ついても同様に減車するとの約束で認めたものであったが、実

際には、Ｕ社の生コンミキサー車が減車されることはなかった。 
さらに、平成２１年８月３１日に被申立会社は、平成２０年

（２００８年）７月１６日付け覚書に定められた申立組合との

事前協議をすることなく、２台の減車を強行した。この２台の

減車により被申立会社の生コンミキサー車保有台数は１５台と

なり、Ｕ社の保有台数１６台を下回ることとなった。 

支配介入に該当する行為には、他の労働組合の結成や他の労

働組合の優遇等が挙げられるところ、上記平成２１年８月３１

日の減車は、明らかにＷ労組（Ｕ社）に対する優遇である。 

経営上の理由で減車する必要があるというならば、各労働組

合と誠実に協議の上、Ｕ社に対しても減車を求めるのが筋であ

るが、被申立会社はＵ社の仕事量を維持させながらも、申立組

合の組合員の就労機会を減少させ、非正規労働者の組織を妨害
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し、ひいては申立組合を弱体化させる不当な支配介入を行った

と言わざるを得ない。 

   イ 被申立会社の主張 

     昭和６２年頃から、被申立会社とＷ労組の間で労使紛争が勃

発したが、Ｗ労組は被申立会社に対するセメントの売り主であ

るＡ１株式会社（当時。現在は「Ａ２株式会社」。以下「Ａ１社」

または「Ａ２社」という。）にも争議を行ったところ、Ａ１社は

当面の紛争を中止させるために、Ｕ社を設立し、被申立会社と

Ｂ株式会社（以下「Ｂ社」という。）のＷ労組員をＵ社で雇用す

るとともに、Ｕ社を維持するために必要な業務量を被申立会社

とＢ社が供給するというきわめて特殊な形での解決がなされた。 

     被申立会社とＵ社との間の取引等の問題は、被申立会社とＵ

社が交渉して決定できるわけではなく、実質的にはＡ２社とＷ

労組との間の協議によって決定し、被申立会社としてはこれに

従う他ないのが実情である。 

     被申立会社では、出荷量が減少し、運転手の人数が減少傾向

を辿る中で、保有する生コンミキサー車は過剰気味であったが、

申立組合はＵ社に対する対抗意識により、減車実施に抵抗して

いたため、なかなか減車を実行することができなかった。 

     平成２０年７月に、特定の乗務担当者がいない車両（以下「予

備車」という。）６台を減車したが、申立組合は当面は１７台体

制を堅持するよう強く要望し、今後の減車にあたっては申立組

合と事前協議し、合意のもとに進める旨を定めた覚書を締結し

た。しかし、その後に起こったリーマンショック以降、出荷量

がさらに落ち込み１７台体制の維持が困難となり、平成２１年

８月にやむを得ず２台の減車を実施せざるを得なかった。 

確かに減車を実施すれば人員余剰が発生するということは、

一般論としてはあり得ることであろうが、本件の場合は、そも

そも現状の保有車両の台数に見合う業務量がないのであるから、

減車したからといって業務量が減少するわけではなく、したが

って、人員余剰を誘導することにはならないはずである。 
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なお、この２台の減車の際に申立組合と事前協議を行わなか

ったことは事実であり、このため被申立会社は、申立組合の湖

都分会長あてに代表取締役名による同年９月４日付け「お詫び」

を作成、交付するとともに、Ｙ２常務が上部団体に赴いて事情

説明と謝罪を行っている。 

     人員体制の維持であるとか、車両の台数といった問題は、そ

れ自体は労働条件や待遇の問題ではなく、むしろ純然たる経営

事項に属する問題であって、雇用を強制したり、増車を命じた

りすれば、場合によっては企業経営の破綻をも招来することに

なりかねない。救済命令が行政措置である以上、これはあって

はならないことである。 

３ 争点３（Ｘ２組合員退職後の従業員採用）について 

（１）平成２１年５月１５日もしくは同年６月２日の団体交渉におい

て、Ｘ２組合員退職後の従業員採用について、申立組合推薦の労

働者を正社員に内定する旨の合意があったか、について 

  ア 申立組合の主張 

     Ｘ２組合員退職後に申立組合から正社員を採用するという話

は申立組合と被申立会社の間で以前からなされていたところ、

平成２１年５月１５日の団体交渉において、Ｘ２組合員退職後

に申立組合から正社員を採用する旨の確認が行われ、当日の団

体交渉議事録確認には「次回灰孝社が正社員を内定する」と記

載されている。また、この日の団体交渉でＹ２常務は、「内定通

知書の書き方がわからない」旨発言したため、この頃、Ｘ３特

別執行委員が内定通知書案を作成し、被申立会社へ提出してい

る。 

     同年６月２日の団体交渉においては、申立組合から正社員を

１名採用することに争いはなかったものの、被申立会社が内定

通知書をなかなか提出しなかったため、１週間以内に内定書を

提出し、次回の団体交渉で内定者の確認と面接の予定を入れる

ことが確認された。当日の団体交渉議事録確認には「内定書の

提出を１週間以内する」「次回の団交で建交労の内定者を確認し
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面接の予定入れる」と記載されている。 

     このように、被申立会社は、Ｘ２組合員退職後に申立組合か

ら正社員１名を採用することに合意した。 

   イ 被申立会社の主張 

     被申立会社では、運転手については、近年は退職者が出た場

合でも補充は行わず、平成２０年に申立組合のＸ４組合員（以

下「Ｘ４組合員」という。）を採用するまでは、３０年以上新規

採用をしてこなかった。結果、労働組合員数が減少したのは申

立組合ではなく、むしろＶ労組の方であった。申立組合につい

ては、元々はＸ２組合員１名であったのが、同人退職前におい

ては、３名と増加していた。 

     Ｘ２組合員退職後に申立組合員を採用して欲しいという要望

は、平成２１年５月１５日の団体交渉において初めて出された

が、出荷量が減少している中で、単純に一人やめたから一人採

用するというわけにはいかず、Ｙ２常務は「まだ決められない。

先の話だし」とやんわり断った。 

その後もＹ２常務が申立組合員の採用を認めたことは一度も

ない。内定通知書の文案は、申立組合が申立組合員の採用をア

ピールするために一方的に交付してきたもので、被申立会社側

が求めたことは一切なく、そもそも被申立会社では内定の段階

で通知書など発行した事例はない。 

Ｘ２組合員退職後に申立組合員を採用するというのは申立組

合の要望であって、その旨の合意が成立したことはない。 

  （２）被申立会社が、申立組合推薦による内定者選定作業に入らなか

ったことは、申立組合を弱体化させる支配介入にあたるか、につ

いて 

    ア 申立組合の主張 

      申立組合と被申立会社は、Ｘ２組合員退職後に申立組合から

正社員１名を採用する旨合意した後も、申立組合からの採用に

ついて協議を続けてきたが、Ｙ２常務は口を濁すばかりで進展

はなかった。そればかりか、本件救済申立後、Ｘ２組合員が平
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成２１年１２月８日に退職した直後の同月１６日に、被申立会

社は、その前日までＵ社の日々雇用従業員でＷ労組の組合員で

あったＣ（以下「Ｃ」という。）をＶ労組の組合員として正社員

採用した。 

     申立組合から正社員１名を採用する旨の合意を反故にし、Ｕ

社従業員かつＷ労組組合員であったＣを正社員採用したことは、

明らかにＷ労組（Ｕ社）およびＶ労組に対する優遇であり、申

立組合を弱体化させる不当な支配介入である。 

   イ 被申立会社の主張 

      被申立会社では、Ｘ４組合員を採用するまで、運転手が退職

しても３０年以上補充をしてきておらず、Ｖ労組の組合員が漸

減していたところ、平成２０年１２月２７日に非組合員の正社

員運転手１名が定年退職した。その際、Ｖ労組から、Ｖ労組の

組合員を採用せよとの要求があり、当初被申立会社は業務量減

少を理由に拒否していたが、最終的に平成２１年６月１６日付

けでＤ（以下「Ｄ」という。）をＶ労組推薦として採用した。 

     Ｄの採用について、Ｗ労組から、被申立会社が正社員運転手

を採用するのはけしからんという趣旨の強烈な抗議があり、Ｗ

労組と労使紛争になれば、経営が行き詰まっている中で被申立

会社が維持できないため、ＣをＶ労組にトレードして採用する

という形で処理せざるを得なかった。企業防衛のためのやむを

得ざる行為である。 

      Ｖ労組は組合員数が減少傾向にあるのに対して、申立組合は

むしろ増加していることに当事者間に争いがなく、従って、組

合間差別を観念する余地はない。いつ、誰を採用するかは、基

本的には人事権者である使用者の裁量に属する事柄である。 

     Ｘ２組合員が退職した前後の期間だけを取り出して組合間差

別だという議論は失当である。全体的に見れば、申立組合は、

結果的にはむしろ優遇されている。 

 （３）被申立会社が平成２１年５月１５日もしくは同年６月２日の団

体交渉の後の団体交渉において、申立組合推薦による内定者選定
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作業に入らなかったことについて合理的な説明を行わなかったこ

とは、不誠実な交渉にあたるか、について 

   ア 申立組合の主張 

     団体交渉においては、誠実な対応が求められるところ、被申

立会社は、Ｘ２組合員退職後に申立組合から正社員１名を採用

する旨合意したにもかかわらず、それを反故にしているのであ

るから、申立組合に対し、当然に合理的な説明を行うことが求

められる。しかるに、被申立会社は、上記合意があった後の団

体交渉において合理的な説明をしていない。さらには、Ｘ２組

合員退職後にはＣを正社員として採用しており、これら被申立

会社の態度が、いわゆる不誠実団交に該当することは明らかで

ある。 

   イ 被申立会社の主張 

     申立組合推薦の労働者を採用することについて合意していな

いのであるから、「内定の面接」を行うはずがないし、行わない

理由を団体交渉で説明できるはずがない。 

４ 被救済利益について  
（１）申立組合の主張  

    次のアからウに述べるとおり、Ｘ４組合員とＸ５組合員（以下

「Ｘ５組合員」という。）が申立組合を脱退したとしても、申立組

合には救済を求める利益が今なお存在している。  
   ア 平成２１年度の賃上げを月額１万円とし、４月から遡及処理

する労使間の合意があったところ、Ｘ２組合員は平成２１年１

２月８日まで被申立会社で就労しており、Ｘ２組合員に対する

賃上げ分の給与等は未精算のままであり、Ｘ２組合員には救済

を求める利益が存在している。  
   イ Ｘ２組合員退職後の正社員採用については、申立組合員から

正社員を採用することについて労使間の合意があったことから、

正社員として採用されるであろう申立組合員１名と、正社員の

新規採用によって勢力維持を図ることができる申立組合には、

救済の利益が存在している。  
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   ウ 被申立会社は、平成２０年（２００８年）７月１６日付け覚

書において、申立組合員である日々雇用従業員３名について、

月間１３日、２か月で２６日の就労を保障（なお、申立組合お

よび被申立会社が作成した覚書等においては「補償」と表記さ

れている場合があるが、覚書等の趣旨から「保障」が適当であ

ると考えられるため、以下、証拠の引用部分を除き「保障」と

表記する。）している。申立組合員の中には被申立会社の日々雇

用従業員としての就労機会を待っている組合員が多数存在し、

また、申立組合としても、個々の組合員に少しでも多くの就労

機会を提供することで、労働者にとって魅力的な労働組合であ

り続け、労働運動の中で一定の地位を確保し続けたいと考える

のは当然であり、本件救済の利益が消滅するわけではない。  
（２）被申立会社の主張  

    平成２２年１２月２２日頃にＸ４組合員が、平成２３年１月３

１日付けでＸ５組合員がそれぞれ申立組合を脱退し、また、Ｘ２

組合員は平成２１年１２月８日付けで被申立会社を退職しており、

被申立会社の従業員である申立組合の組合員は存在しなくなった。 
    被申立会社に雇用される組合員が存在しなくなったことから、

また、次のアからウに述べるとおり、申立組合の求める原状回復

や謝罪文掲示命令の履行は、もはやその意義を失っていると言わ

ざるを得ない。  
    したがって、本件申立は、救済の利益が全面的に喪失したもの

であり、速やかに棄却されるべきである。  
ア 平成２１年度の賃上げについて、自らの意思で申立組合を脱

退したＸ４組合員とＸ５組合員は、被申立会社と申立組合との

労働協約関係から離脱しており、申立組合員でない者の賃金を

申立組合に支払う理由はない。また、Ｘ２組合員は被申立会社

を退職しており、救済の利益が消滅している中で、申立組合を

通じて賃金を支払うべき理由はない。 

   イ 平成２１年８月の生コンミキサー車の減車について、被申立

会社の従業員である申立組合の組合員は１名も存在しない中で、
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減車という経営上の問題について、申立組合の同意を得るべき

理由はないし、その必要性もない。 

また、申立組合の組合員である日々雇用従業員については、

あくまでも労働者供給としての日々雇用であり、特定の組合員

に対して被申立会社に対する何らかの権利や請求権を付与して

いるわけではない。 

 なお、平成２０年（２００８年）７月１６日付け覚書による

申立組合員である日々雇用従業員３名の就労保障を認める労働

協約は、申立組合に対する平成２３年２月１６日付けの通知書

に基づき、被申立会社の従業員として申立組合の組合員が１名

も存在しなくなったという事情の変更を理由に、同日付で解約

された。  

   ウ Ｘ２組合員退職後の従業員採用について、被申立会社の従業

員である申立組合の組合員は１名も存在しない状況で、内定者

の選定という人事上の問題について、申立組合と交渉及び作業

を行うべき合理性は全くない。 

 

第３ 認定した事実        

 １ 当事者等について 

（１）申立組合は、肩書地に事務所を置き、セメント・生コン産業・

運輸一般産業で働く労働者で組織された「全日本建設交運一般労

働組合」組合員のうち、おもに関西地区で働く労働者で構成され

ており、審問終結時の組合員数は約１，０００名である。 

   申立組合には、滋賀県内において事業所内に分会が置かれてい

ない組合員を組織した湖都分会があるが、本件申立当時、被申立

会社の従業員であった分会員は、Ｘ２組合員、Ｘ５組合員および

Ｘ４組合員の３名であった。 

   Ｘ４組合員は、平成２２年１２月２２日頃、Ｘ５組合員は平成

２３年１月３１日頃、それぞれ申立組合を脱退した。なお、両組

合員は、申立組合脱退後も被申立会社の正社員として在籍してい

る。  
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 Ｘ２組合員が、従前、湖都分会の分会長であり、平成２１年１

２月８日付けで被申立会社を退職した際に、Ｘ５組合員が湖都分

会の分会長となったが、Ｘ５組合員が脱退した後は、再びＸ２組

合員が湖都分会の分会長となった。  
（２）被申立会社は、肩書地に本社を置き、生コン製造、建材販売等

を業としており、滋賀県大津市に工場を有している。審問終結時

の従業員数は１５名である。なお、被申立会社の運輸部に所属す

る嘱託職員６名が平成２２年１２月１５日に退職した。  
   審問終結時、被申立会社の従業員には、Ｖ労組の組合員および

非組合員がいたが、申立組合の組合員およびＷ労組の組合員はい

なかった。  
   被申立会社に対するセメント供給メーカーはＡ２社で、Ａ２社

は、現在、被申立会社の株式の４％を所有している。  
    【当事者間に争いのない事実、審問②Ｙ２p46、審問③p7、審問

④p3】  
 ２ 過去の組合分裂等について  
 （１）組合の結成および分裂  
    昭和５５年６月３日、被申立会社の大津工場において、Ｅ労働

組合灰孝小野田レミコン大津分会が従業員２５名で結成された。  
昭和５８年１０月、上記分会員のうちＸ２組合員１名を除いた

２０名が脱退し、Ｆ労働組合（現、Ｗ労組）灰孝小野田レミコン

大津分会を結成した。  
分裂当時、Ｅ労働組合（現、申立組合）とＦ労働組合（現、Ｗ

労組）は、双方とも自分たちが従前のＥ労働組合の正当な継承者

であると争う関係にあった。  
 （２）滋労委平成元年（不）第１号事件  
    昭和５８年の組合分裂後、従前のＥ労働組合が被申立会社から

貸与を受けていた組合事務所と掲示板は、Ｆ労働組合（現、Ｗ労

組）が使用するようになっていた。  
    Ｅ労働組合（現、申立組合）は、新たに組合事務所と掲示板の

貸与を被申立会社に求めたが、被申立会社が応じなかったため、
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平成元年３月３０日に当労働委員会に不当労働行為救済申立を行

った。  
    当委員会は、平成元年１２月２７日に一部救済命令を発したが、

被申立会社はこの命令を不服として、平成２年１月９日に中央労

働委員会に対して再審査の申立を行った。中央労働委員会は平成

３年１１月２８日、初審命令主文の一部を変更し、その余の再審

査申立を棄却する命令を発したが、被申立会社はこの命令を不服

として、平成３年１２月６日に東京地方裁判所に対し、再審査命

令の取消を求める行政訴訟を提起した。その後、被申立会社は当

該事件について、最高裁判所に上告するまで争ったが、平成７年

１０月３日、最高裁判所は上告を棄却する判決を言い渡した。 

【当委員会に顕著な事実、甲４、乙２０、審問①Ｘ２p2】 

 ３ 昭和６２年頃における被申立会社とＷ労組との間の労使紛争およ

びＵ社の設立について 

   昭和６２年頃から被申立会社とＷ労組との間では、激しい労使紛

争が何年も続き、Ｗ労組は被申立会社やＢ社の工場などにおける争

議を行い、また、これらに伴う訴訟が多数係属していた。 

Ｗ労組は、被申立会社に対するセメント供給メーカーであるＡ１

社に対しても争議を行ったところ、この紛争の解決手段として、平

成５年にＡ１社、被申立会社およびＢ社が出資し、Ｕ社が設立され、

被申立会社およびＢ社のＷ労組の組合員はＵ社で雇用されることと

なった。Ｕ社は被申立会社とＢ社の下請会社となり、被申立会社と

Ｂ社が生コンの輸送業務を提供することとなった。 

なお、平成２２年１１月の時点においては、Ｕ社の株式は、約５

１％をＡ２社が、約３２％を被申立会社が、約１７％をＢ社がそれ

ぞれ所有している。 

【乙２０、審問①Ｘ２p4～5、審問②Ｙ２p21、p46】 

 ４ 団体交渉議事録確認 

   申立組合は、平成１８年１２月５日頃から、被申立会社との団体

交渉実施の際、団体交渉議事録確認と題する書面を作成するように

なった。団体交渉議事録確認は、Ｘ５組合員があらかじめ交渉事項
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をパソコンで印字したものを用意し、交渉中または交渉終了後に、

Ｘ５組合員が同書面の余白部分に手書きで交渉の内容を記入する、

という方法で作成されていた。 

   申立組合は、交渉終了後、手書きの記入が終わった団体交渉議事

録確認を被申立会社側の交渉担当者であるＹ２常務へ渡し、その場

でＹ２常務は記載内容を確認の上署名し、また、交渉に出席してい

た取締役工場長（申立当時。審問終結時の役職は、取締役品質管理

部長。）のＹ３（以下「Ｙ３取締役」という。）も同様に署名してい

た。なお、Ｙ２常務は、Ｘ５組合員の記入した事項について、削除

したり、修正したりすることがあった。 

   被申立会社側の署名後に申立組合側出席者が署名し、後日、申立

組合は、署名後の団体交渉議事録確認の写しを被申立会社側に渡し

ていた。申立組合は被申立会社に団体交渉議事録確認の写しを渡し

た後に、被申立会社から、記載内容にかかるクレームを受けたこと

はなかった。 

  【甲６、甲９～１２、甲１７～２０、甲２４、甲２８、審問①Ｘ５

p53～56、審問②Ｙ２p6、p37～38】 

 ５ 平成２１年度の賃上げについて 

 （１）集団交渉 

   ア Ｗ労組およびＶ労組と、京滋地区にある生コン製造会社のう

ち、いずれかの組合員を従業員として雇用している会社は、集

団交渉を実施し、賃上げ額や一時金額を決定している。 

     また、大阪府内においては、Ｗ労組、Ｖ労組およびＧ労働組

合が労働組合側となり、合同の労使交渉が実施されている。 

     Ｙ２常務は、平成１６年から被申立会社の労務担当となった

が、少なくともそれ以降、被申立会社における春闘の労使交渉

については、Ｖ労組とは集団交渉を、申立組合とは個別の団体

交渉を実施してきた。 

【甲２７、乙２０、審問②Ｙ２p2～3】 

   イ 平成２１年度の集団交渉については、進展がなく、本件第２

回審問時においても、妥結していなかった。 
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   【乙２０、審問②Ｙ２p11、p45】 

 （２）平成２０年度以前の賃上げに関する申立組合と被申立会社との

合意状況 

   ア 申立組合と被申立会社は個別に団体交渉を実施しているもの

の、春闘においては、被申立会社が出席している集団交渉が妥

結してから、同じ内容で合意し、当該年度の４月に遡って精算

するという状態が数年来続いていた。 

     申立組合と被申立会社は、春闘で合意に達すれば、賃上げ、

一時金および福利厚生について協定書を毎年締結していた。 

     過去において、集団交渉の妥結時期が夏を過ぎた年もあった

が、その年も集団交渉で妥結してから、同じ内容で協定書が締

結されていた。 

【審問①Ｘ２p31、p40、審問②Ｙ２p2～3、p33～34】 

   イ Ｙ２常務が労務担当になって以降、被申立会社における賃上

げは、多い年で５千円であり、賃上げのない年もあった。なお、

賃上げのない年においても、申立組合と被申立会社は協定書を

締結していた。 

【乙２０、審問②Ｙ２p3～4、p51】 

   ウ 平成２０年度賃上げについては、集団交渉で妥結した賃上げ

額は５千円であった。申立組合と被申立会社は、同年４月３０

日の団体交渉で集団交渉の妥結金額と同額で合意し、被申立会

社と申立組合の湖都分会により同日付けの確認書を締結したが、

この確認書に調印したのは、同年５月になってからであった。 

     この確認書における確認事項には、賃上げが一律５千円で４

月度より遡及精算すること、年間一時金は１２０万円であるこ

と、福利厚生は被申立会社主催であることのほかに、「２００８

年度、賃上げ、年間一時金の上乗せは、次年度の努力義務とし

て、本年度に限り解決金、金４５万円を２００８年７月２０日

に現金にて、被申立会社が湖都分会に支払う。」ことが挙げられ

ていた。 

     また、同年５月２７日の団体交渉議事録確認には、「２、２０
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０８年度、湖都分会要求について ①２００８年度、賃上げ、

一時金について」とあらかじめ印字された項の余白に、「２００

８年４月３０日付、確認書、合意」と手書きされていた。 

    【甲２４、乙１０、乙２０、審問①Ｘ２p26～28、審問②Ｙ２p4】 

 （３）平成２１年度の賃上げに関する申立組合と被申立会社の団体交

渉 

   ア 平成２１年４月２７日の団体交渉 

     Ｙ２常務は、平成２１年度の集団交渉における賃上げについ

て、労働組合側の実質要求額は１万円であると認識しており、

申立組合に対し、集団交渉では労働組合側から１万円という要

求が出ているが、会社側はそのような高額の賃上げは受けられ

ないとして妥結していない旨を説明した。 

この日の団体交渉議事録確認には、「３．その他 ①２００９

年度賃上げについて」とあらかじめ印字された項目部分に続い

て「は、１万円で４月度より遡及、処理する」と手書きされ、

余白に「一時金は昨年と同じ１２０万とし一時金の上積みは、

解決金で処理」「福利厚生は会社主催」と記載されていた。 

【甲９、乙２０、審問②Ｙ２p4～5、p25】 

   イ 平成２１年５月１５日の団体交渉 

     Ｘ５組合員は、この日の団体交渉にあたり、平成２１年（２

００９年）５月１５日付けの確認書および「２００９年度の灰

孝社との解決金和解の根拠」と題する書面を事前に作成し、湖

都分会の印を押した上で、被申立会社側に提出した。被申立会

社側は、平成２１年（２００９年）５月１５日付けの確認書に

ついて、その内容はまだ妥結していないとして押印しなかった。 

同確認書における確認事項には、賃上げが一律１万円で４月

度より遡及精算すること、年間一時金は１２０万円であること、

福利厚生は被申立会社主催であることおよび「２００９年度、

賃上げ、年間一時金の上乗せは、次年度の努力義務として、本

年度に限り解決金、金６０万円を２００９年７月２０日に現金

にて、会社が湖都分会に支払う。」ことが挙げられていた。 
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     また、この日の団体交渉議事録確認には、「３．その他 ①２

００９年度賃上げについて 賃上げ、一時金の上乗せの処理」

とあらかじめ印字された項の余白に、「５月１５日付け確認書の

処理を 月 日までにする」「解決金処理」と手書きされていた。 

    【甲１０、甲２８、乙１１、乙２０、審問①Ｘ２p30、同Ｘ５p59、

審問②Ｙ２p8～9、p27】 

   ウ 平成２１年６月２日の団体交渉 

     この日の団体交渉議事録確認には、「３．その他 ①２００９

年度賃上げについて 賃上げ、一時金の上乗せの処理は昨年度

実績に基づき解決金処理 実施時期」とあらかじめ印字された

項の余白に、「夏期一時金については、組合員一律６０万とし、

年間一時金解決については引き続き交渉継続し円満解決に向け

て双方努力する」と手書きされていた。 

【甲１１】 

   エ 平成２１年６月２４日の団体交渉 

     この日の団体交渉において、Ｙ２常務は開始後１時間程度が

経過した頃に退席し、被申立会社側出席者はＹ３取締役だけと

なった。 

なお、この日の団体交渉議事録確認は作成されなかった。 

【甲２８、審問②Ｙ２p10】 

   オ 平成２１年７月２９日の団体交渉 

     この日の団体交渉議事録確認には、「３．その他 ①２００９

年度賃上げについて 賃上げ、一時金の上乗せの処理は昨年度

実績に基づき解決金処理 実施時期」とあらかじめ印字された

項の余白に、「次回の団交は８月２１日」と手書きされていた。 

【甲１２】 

   カ 平成２１年８月２１日の団体交渉 

     この日の団体交渉議事録確認には、「３．その他 ①２００９

年度賃上げについて 賃上げ、一時金の上乗せの処理は昨年度

実績に基づき解決金処理 実施時期」とあらかじめ印字された

項の余白に、「次回解決（団交にて）努力する。」と手書きされ
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ていた。 

【甲１７】 

   キ 平成２１年９月１６日の団体交渉 

     この日の団体交渉議事録確認には、「２．２００９年度賃上げ

について ①解決案と実施時期」とあらかじめ印字された項の

余白に、「①賃上げ １０月８日集交 産労、連帯」と手書きさ

れていた。 

     なお、同団体交渉議事録確認には、被申立会社側および申立

組合側のいずれの署名もなかった。 

【甲１８】 

   ク 平成２１年１０月８日の団体交渉 

     この日の団体交渉議事録確認には、「２．２００９年度賃上

げについて ①解決案と実施時期」とあらかじめ印字された

項の余白には何も記載されておらず、また、同団体交渉議事

録確認には、被申立会社側および申立組合側のいずれの署名

もなかった。 

【甲１９】 

   ケ 集団交渉の経過説明 

     Ｙ２常務は、平成２１年５月１５日より後の申立組合との

団体交渉において、集団交渉の進捗状況については、集団交

渉自体が開催されていなかったため、申立組合に報告するこ

とはなかった。 

【審問②Ｙ２p10】 

   コ 平成２１年度における一時金の支給と福利厚生 

     被申立会社は、平成２１年度の一時金支給と福利厚生につ

いては、とりあえず前年並で実施するという暫定措置をとる

ことで申立組合に了解を得、同年７月と１２月に一時金を従

業員に支給した。申立組合と被申立会社は、一時金支給と福

利厚生に関して協定書は作成しなかった。 

    【甲２６の１、甲２６の２、乙２０、審問①Ｘ２p47、審問②Ｙ

２p11、p39】 
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 ６ 平成２１年８月３１日に被申立会社が生コンミキサー車を２台減

車したことについて 

（１）生コン輸送の方法 

    被申立会社ではＵ社設立以降、被申立会社が受注した生コン輸

送について、被申立会社が所有する生コンミキサー車とＵ社が所

有する生コンミキサー車の両方が行うこととなった。 

    被申立会社とＵ社はそれぞれ、正社員の使用する車両と、日々

雇用従業員が使用する予備車とを保有しているが、被申立会社が

生コン輸送を行う場合、まず、被申立会社とＵ社の正社員用車両

を使い、それだけでは輸送が間に合わない場合に、被申立会社と

Ｕ社の予備車を使うという配車方法をとっていた。 

  【乙２０、審問②Ｙ２p51】 

 （２）Ｕ社における生コンミキサー車保有台数 

    Ｕ社では、平成１９年頃、社内合理化のため、正社員数が１２

名から４名に減り、その後に２名採用した結果、正社員数は６名

となった。当時、Ｕ社が生コン輸送のために保有していた生コン

ミキサー車は、正社員用６台と予備車１２台の計１８台で、予備

車のうち２台はＢ社での輸送に使用されており、被申立会社の輸

送用としては、正社員用６台と予備車１０台の計１６台であった。 

    Ｕ社の生コンミキサー車のうち、被申立会社の輸送用の１６台

については、被申立会社の大津工場敷地内に駐車場所があり、ま

たＵ社従業員の詰め所も同工場内にある。 

【審問②Ｙ２p21、p36、p46】 

 （３）平成２０年１月２３日のＵ社従業員の行動 

    平成２０年１月２３日、Ｕ社の従業員がＷ労組の腕章を着け、

組合旗を掲げて、被申立会社の事務所に押しかけた。 

【審問①Ｘ２p7、同Ｘ５p65、p74、審問②Ｙ２p22】 

 （４）平成２０年（２００８年）２月１５日付け協定書の締結 

    平成２０年２月１５日、申立組合、申立組合の湖都分会および

被申立会社の三者は、平成２０年（２００８年）２月１５日付け

協定書を締結した。 
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同協定書の第４項から第６項は次のように定められていた。「４、

灰孝社、直行準社員、Ｘ４は、会社と組合が協議した結果、２０

０８年６月１６日付で灰孝小野田レミコン社の正社員とする。」

「５、灰孝小野田レミコン社のミキサー車は、１０台固定で予備

車は、１３台とする。但し、下請け専属輸送Ｕ社車が減車した場

合に限り、会社と組合が予備車の減車について協議し決定する。」

「６、下請け専属輸送Ｕ社のミキサー車（予備車を含む）の増車

は認めない。」 

【甲５】 

 （５）平成２０年（２００８年）７月１６日付け覚書の締結 

   ア 平成２０年７月、被申立会社はそれまで予備車１３台を含む

２３台の生コンミキサー車を保有していたが、出荷量に対して

車両台数が過剰であったため、予備車を６台減車した。この減

車に際し、申立組合は、６台の減車を容認する代わりに、被申

立会社保有の生コンミキサー車は１７台体制を維持するよう被

申立会社に要望した。 

【乙２０、審問②Ｙ２p18】 

   イ 平成２０年７月１６日、申立組合、Ｖ労組および被申立会社

の三者は、平成２０年（２００８年）７月１６日付け覚書を締

結した。 

     同覚書には、次のように定められていた（なお、同覚書にお

いては、「組合」とは申立組合とＶ労組の二者を示している。）。

「１．会社は、組合が推薦する次の者２名（Ｘ４・Ｉ）を会社

の社員として雇用することを確認する。」「２．会社は、会社の

車両台数を１７台とし、運転業務者１０名を最低人員とするこ

とを確認する。今後の車両台数・人員の問題については組合と

事前に協議し合意のもとに進めることを確認する。」「３．会社

は、日々雇用労働者の就労補償を以下の人員構成と日数で行う

ことを約束する。建交労関西支部に３名、Ｖ労組に２名とし計

５名の日々雇用労働者の就労日数を１名に対して月間１３日と

し２カ月２６日を補償する。」「４．会社は、組合に対してこの
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度の上記諸問題の解決にあたって解決金を支払う。」 

     また、申立組合と被申立会社の二者においても同日付けで同

様の内容の覚書が締結された。 

【甲８、乙５】 

   ウ 前記アの６台減車の前後において、Ｕ社の生コンミキサー車

保有台数に変化はなかった。 

     また、同時期において、被申立会社の正社員数や就労保障す

る日々雇用従業員の数に変化はなかった。 

【審問①Ｘ２p10、審問②Ｙ２p42、p47】 

（６）平成２１年８月３１日の減車実施およびその後の被申立会社の

対応 

   ア 平成２１年８月３１日、被申立会社は、保有している予備車

７台のうちの２台を減車した。当該２台の車両は、減車当日も

生コンを輸送しており、被申立会社に戻ってきた後に被申立会

社から運び出され、減車された。 

被申立会社は、この減車に際し、平成２０年（２００８年）

７月１６日付け覚書の第２項に定められた、申立組合との事前

協議を実施しなかった。 

    【乙２０、審問①Ｘ２p17、p52、同Ｘ５p77、審問②Ｙ２p19】 

   イ 平成２１年９月１日、申立組合は前記アの２台の減車につい

て、分会長名で被申立会社に「質問書」を提出した。「質問書」

には、平成２０年（２００８年）７月１６日付け覚書第２項の

規定にもかかわらず、協議、連絡もなく行われた協定違反に対

して厳しく抗議し、３日以内に書面回答を求める旨、記載され

ていた。 

     被申立会社は、分会長あてに平成２１年９月４日付けで「お

詫び」を交付した。「お詫び」では、平成２０年（２００８年）

７月１６日付け覚書の第２項に定められた事前協議が実施され

ていないことを認めてお詫びし、今後はこのようなことがない

よう、十分注意する旨、記載されていた。 

     平成２１年９月９日、申立組合は分会長名で被申立会社に対
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し、生コンミキサー車の即時回復を強く要求する旨や協定違反

に対し争議権の行使を最大限行う旨を記載した「抗議文」を提

出した。 

また、申立組合は、同月１４日付けで被申立会社に対し、申

立組合の京滋ブロック書記長名による「声明文」を提出した。

「声明文」には、同月１６日の団体交渉で協定違反の全容解明

がない場合は、翌日以降争議権行使の準備を整え、１０月Ｘ日

より争議権を行使する旨が記載されていた。 

その後、Ｙ２常務は、申立組合に対し、協定違反について詫

びに行った。 

    【甲１３～１６、乙６、乙７、乙２０、審問②Ｙ２p19】 

   ウ 前記アの２台減車の前後において、Ｕ社の生コンミキサー車

保有台数に変化はなかった。 

     また、同時期において、被申立会社の正社員数や就労保障す

る日々雇用従業員の数に変化はなかった。 

【審問②Ｙ２p42、p47】 

 （７）生コンミキサー車保有台数の経過 

    前記（２）および（３）から（６）の結果、平成１９年から本

件申立時までにおける被申立会社とＵ社の生コンミキサー車保有

台数の経過は別表１のとおりである（Ｂ社で使用されている予備

車２台を除く。）。 

【審問の全趣旨】 

 （８）被申立会社における生コンミキサー車の稼働状況 

   ア 予備車の稼働状況 

（ア）被申立会社の日々雇用従業員に対する就労保障と予備車の

配車割合 

      申立組合は、職業安定法第４５条に基づく労働者供給事業

の許可を受けており、組合員を被申立会社の予備車に従事す

る日々雇用従業員として被申立会社に対し供給してきた。ま

た、Ｖ労組系の別組合であるＪ労働組合も、被申立会社の予

備車に従事する日々雇用従業員を被申立会社に対し供給して
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きた。 

そして、被申立会社では、平成２０年（２００８年）７月

１６日付け覚書で定められているとおり、申立組合の日々雇

用従業員３名、Ｖ労組系の日々雇用従業員２名に対し、輸送

のあるなしにかかわらず、それぞれ１名につき、１か月あた

り１３日で２か月２６日の就労日数を保障していた。 

      また、被申立会社の予備車を使用する際の配車割合は、申

立組合が６に対し、Ｖ労組系が４とされていた。 

          【甲８、甲３２、乙５、審問①Ｘ２p10、p43、同Ｘ５p79、審

問③p9～10】 

   （イ）被申立会社とＵ社の日々雇用従業員の稼働状況 

      平成１９年１月から平成２１年１２月までの被申立会社大

津工場において、被申立会社とＵ社の日々雇用従業員が生コ

ンミキサー車を稼働させた台数は別表２のとおりである。 

平成２０年６月頃から、被申立会社の日々雇用従業員が全

く予備車を稼働させていない場合であっても、Ｕ社の日々雇

用従業員が予備車を稼働させる日が多くなった。 

     【甲２５、審問①Ｘ２p48】 

   イ 夜間輸送の状況 

     被申立会社では夜間に輸送を行う場合、以前は被申立会社の

正社員や日々雇用従業員で行っていたが、平成２０年２月頃か

らＵ社の正社員や日々雇用従業員が行うようになった。 

【審問①Ｘ２p18、同Ｘ５p66、審問②Ｙ２p52】 

 

（９）被申立会社における申立組合の組合員の日々雇用従業員として

の就労拒否 

被申立会社は、被申立会社の従業員である申立組合の組合員が

１名も存在しなくなったということを理由として、平成２３年２

月１日以降、申立組合の組合員の日々雇用従業員としての就労を

拒否している。 

また、被申立会社は、申立組合に対し、被申立会社の従業員で
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ある申立組合の組合員が１名も存在しなくなったという事情の変

更を理由に、平成２０年（２００８年）７月１６日付け覚書によ

る申立組合員である日々雇用従業員３名の就労保障を認める労働

協約を解約する旨、平成２３年２月１６日付けで通知した。 

【甲３３、甲３９】 

 

（１０）被申立会社における生コン出荷量の状況 

    平成１９年１月から平成２１年１２月までの被申立会社大津工

場の生コン出荷量は別表３のとおりである。 

【乙１６】 

  （１１）被申立会社の財務状況 

   ア 平成２１年度決算 

被申立会社の第４６期（平成２１年４月１日～平成２２年３

月３１日）における税引前当期純利益は、１０４，０１１，３

７７円の赤字であった。被申立会社では、過去に１億円を超え

る赤字はあまりなかった。 

【乙１８、審問②Ｙ２p17】 

   イ 被申立会社の合理化計画についての提案 

被申立会社は、平成２２年６月３日付けで申立組合の湖都分

会長に対し、「当社の合理化計画についての提案」と題する書面

を提出した。同書面には、「合理化計画の提案」として、「１．

役員報酬、管理職賞与の減額 ２．従業員の活性化（少数精鋭

化） ３．業務態勢の改革による休日出勤手当、残業手当の減

少 ４．業務減少時の指定休日取得の促進と公的補助の有効活

用 ５．６０歳以上の嘱託者運転手（６名）の早期退職による

削減 ６．ミキサー車の減車（５台） ７．運転手の残業補償

制度の廃止 ８．日々雇用者の就労補償の廃止 ９．各労働組

合との協定内容の見直し、改訂」と記載されていた。 

なお、被申立会社はＶ労組に対しても、同日に同じ内容の書

面を提出した。 

【乙１９、審問②Ｙ２p17】 
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 ７ Ｘ２組合員退職後の正社員採用について 

（１）被申立会社における正社員運転手の退職と採用の経過 

   ア 平成９年から平成１９年までの間、被申立会社では、平成９

年にＶ労組組合員１名と非組合員２名の計３名、平成１０年に

非組合員１名、平成１１年に非組合員１名、平成１４年にＶ労

組組合員２名および平成１５年に非組合員１名、の合計８名の

正社員運転手が退職した。 

この間、被申立会社は新規に正社員運転手を採用することは

なかった。 

平成１９年末時点での正社員運転手の所属労働組合の内訳は、

申立組合２名、Ｖ労組３名、非組合員５名であった。 

   イ 平成２０年から平成２１年までの間の被申立会社における正

社員運転手の退職と採用の経過は次のとおりであった。 

      平成２０年 ６月１５日退職 Ｖ労組組合員１名 

         同年 ７月１７日採用 Ｘ４組合員（申立組合員） 

         同年１２月２７日退職 非組合員１名 

      平成２１年 ６月１６日採用 Ｄ（Ｖ労組組合員） 

         同年１２月 ８日退職 Ｘ２組合員（申立組合員） 

         同年 同月１６日採用 Ｃ（Ｖ労組組合員） 

     平成２１年末時点での正社員運転手の所属労働組合の内訳は、

申立組合２名、Ｖ労組４名、非組合員４名であった。  

【乙１４、乙２０】 

（２）Ｘ４組合員の採用におけるＷ労組の抗議 

平成２０年６月、被申立会社では、日々雇用従業員であったＸ

４組合員を正社員に身分変更したが、Ｗ労組から強い抗議を受け、

Ｘ４組合員を賃金満額保障の上１か月の自宅待機とした。 

同年６月２８日、Ｘ４組合員および申立組合湖都分会長の代理

人は被申立会社あてに、Ｘ４組合員の自宅待機扱いについて抗議

する旨の内容証明郵便を出した。 

これに対し被申立会社は、同年７月９日付けで上記代理人あて

に「回答書」を送付し、その中で、「会社、各組合など関係者間に
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認識の齟齬があり、現在に至るも最終的な了解に達しておりませ

ん。」「少なくとも関係者間である程度の了解に達するまでは、当

社が一方的に新たにアクションを起こすことは、最終的な解決を

却って困難にする怖れがあります。」などと記述していた。 

同月１６日、Ｘ４を社員として雇用することを確認する旨定め

た平成２０年（２００８年）７月１６日付け覚書を、申立組合、

Ｖ労組および被申立会社の三者で、また、申立組合と被申立会社

の二者で、それぞれ締結した。 

【甲７、甲８、乙３～５、乙２０、審問②Ｙ２p27】 

（３）Ｘ２組合員退職後の正社員採用に関する申立組合と被申立会社

の団体交渉 

  ア 平成２１年５月１５日の団体交渉 

 申立組合と被申立会社は平成２１年５月１５日の団体交渉に

おいて、Ｘ２組合員退職後に申立組合が推薦する者を採用する

ことについて協議した。 

     この日の団体交渉議事録確認には、「２．２００８年７月１６

日付、協定書の確認事項について ①灰孝社１０名（正社員）

体制の１２月補充確認と内定確認 ②建交労の保障付き日々雇

用（空き枠１名）の１２月補充確認」とあらかじめ印字された

項の余白に、「２、①次回灰孝社が、正社員を内定する（１名）」

と手書きされていた。 

     同日の団体交渉より後の日に、Ｘ５組合員は、Ｘ３特別執行

委員が作成した「内定通知書」と題した書面を被申立会社に提

出した。同書面は、被申立会社から申立組合の湖都分会長およ

び同組合員あての文書で、日付、あて名人の組合員名、合意日、

内定者名および雇い入れの時期の欄が空白であった。 

    これまで被申立会社は、従業員を採用する際に内定通知書を

出したことはなかった。 

    【甲１０、甲２１、甲２８、乙２０、審問①Ｘ２p15、審問②Ｙ

２p13、p15】 

   イ 平成２１年６月２日の団体交渉 
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申立組合と被申立会社は平成２１年６月２日の団体交渉にお

いて、Ｘ２組合員退職後に申立組合が推薦する者を採用するこ

とについて協議した。 

申立組合は、申立組合の日々雇用従業員のうち、若年労働者

２名の推薦候補者があることを伝えた。 

この日の団体交渉議事録確認には、「２．２００８年７月１６

日付、協定書の確認事項について ①灰孝社１０名（正社員）

体制の１２月補充確認と内定確認 ②建交労の保障付き日々雇

用（空き枠１名）の１２月補充確認」とあらかじめ印字された

項の余白に、「内定書の提出を１週間以内する。次回の団交で建

交労の内定者を確認し面接の予定入れる。」と手書きされていた。 

    【甲１１、甲２８、乙２０、審問①Ｘ２p16、p36、同Ｘ５p64】 

   ウ 平成２１年７月２９日の団体交渉 

この日の団体交渉議事録確認の余白には、「Ｘ２１２月８日退

社の為２００９年９月末までに建交労の組合員を灰孝社社員に

内定する。」と手書きされ、さらにその上から手書きで二重線が

引かれていた。これは、Ｘ５組合員が団体交渉議事録確認の手

書きの記入を終え、被申立会社側に確認を求めたところ、Ｙ２

常務が「Ｘ２１２月８日退社の為２００９年９月末までに建交

労の組合員を灰孝社社員に内定する。」の部分について、削除し

たものであった。 

【甲１２、審問①Ｘ５p75、審問②Ｙ２p38、p49】 

エ 平成２１年９月１６日の団体交渉 

     この日の団体交渉議事録確認には、「２．２００９年度賃上げ

について ①解決案と実施時期」とあらかじめ印字された項の

余白に、「②１２月１６日付け灰孝正社員１名」「③１０名体制

と車両台数について」と手書きされていた。また、「３．灰孝社

運転業務１０名体制の補充について ①Ｘ２組合員の退職に伴

う建交労推薦の灰孝社正社員内定時期について ②内定者の確

認と入社日について」とあらかじめ印字された項の余白に、「１

０月１３、１４、１５、１６日団交」「１３～１６日」と手書き
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されていた。 

     なお、同団体交渉議事録確認には、被申立会社側および申立

組合側のいずれの署名もなかった。 

【甲１８】 

   オ 平成２１年１０月８日の団体交渉 

     この日の団体交渉議事録確認には、「３．その他について」

とあらかじめ印字された項の余白に、「協定違反と灰孝社正社

員内定時期について建交労大阪支部にて団交を 月 日に行

う。」と手書きされていた。 

なお、同団体交渉議事録確認には、被申立会社側および申

立組合側のいずれの署名もなかった。 

【甲１９】  

（４）Ｄの採用におけるＷ労組の抗議とＣの採用 

   ア Ｄの採用 

平成２０年１２月２７日に非組合員の正社員運転手１名が被

申立会社を退職したが、Ｖ労組から被申立会社に対し、正社員

運転手の補充にＶ労組の組合員を採用するよう要求があり、平

成２１年６月１６日付けでＤをＶ労組推薦として採用した。 

     この時点でＤを採用することに関して、申立組合は特に問題

視していなかった。 

【乙２０、審問①Ｘ２p51】 

   イ Ｗ労組の抗議 

     Ｄの採用直後、Ｗ労組は被申立会社に対し、Ｕ社の正社員は

増えていないのに、なぜ被申立会社は正社員運転手の新規採用

をするのか、といった趣旨の猛抗議を行った。この抗議は内々

に約３か月間続いた。 

【乙２０、審問②Ｙ２p34、p48～49】 

   ウ Ｃの採用 

     Ｗ労組は、前記イの抗議に際し、被申立会社でＷ労組の組合

員を雇用するよう要求した。しかし、被申立会社は、前記３で

認定した方法で労使紛争解決した意味がなくなるため、この要
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求を拒否したが、結局、Ｕ社の日々雇用従業員でＷ労組の組合

員であったＣをＶ労組へトレードし、Ｖ労組推薦という形をと

って平成２１年１２月１６日付けでＣを正社員採用した。 

Ｃの採用について事前に申立組合へ連絡はなかった。 

【乙１４、乙２０、審問①Ｘ２p17、審問②Ｙ２p34、p45】 

 

第４ 当委員会の判断    

 １ 争点１（平成２１年度賃上げ）について  
（１）平成２１年４月２７日の団体交渉において、平成２１年度賃上

げ額を月額１万円とする労使間の合意があったか（第１の３［本

件の争点］（１）ア）  
ア 平成２１年４月２７日の団体交渉に関する団体交渉議事録確

認には、「２００９年度賃上げについては、１万円で４月度より

遡及、処理する」との記載があり、同団体交渉議事録確認によ

り、申立組合と被申立会社の間において、平成２１年度賃上げ

額を月額１万円とし、４月から遡及して実施する旨の労働協約

が有効に成立したかが問題となる。  
イ（ア）この点、まず、被申立会社側の出席者であるＹ２常務は、

平成１６年頃から被申立会社の労務担当者として申立組合と

の団体交渉の交渉担当者を務めていること、例えば、平成２

０年度の賃上げ等が同年４月３０日の団体交渉において合意

され、同日付合意として確認書が作成されていることからす

れば、Ｙ２常務は、申立組合との団体交渉権限および協約締

結権限を有していたと認められる。  
 他方、申立組合側の出席者であるＸ２組合員は、申立組合

湖都分会の分会長として、湖都分会と被申立会社との間の団

体交渉事項に関し被申立会社との団体交渉権限および協約締

結権限を有していたと認められる。  
（イ）また、団体交渉議事録確認と題する書面は、かねてより、

Ｘ５組合員があらかじめ交渉事項をパソコンで印字したもの

を用意し、交渉中または交渉終了後に、Ｘ５組合員が同書面
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の余白部分に手書きで交渉の内容を記入する、という方法で

作成されていたものである。 

 そして、申立組合は、交渉終了後、手書きの記入が終わっ

た団体交渉議事録確認を被申立会社側の交渉担当者であるＹ

２常務へ渡し、その場でＹ２常務およびＹ３取締役が記載内

容を確認の上署名している。このことは、平成２１年７月２

９日の団体交渉に関する団体交渉議事録確認について、Ｙ２

常務は、署名に先立ち、Ｘ５組合員の手書きした事項につい

て、削除、修正をしていることからも明らかである。 

 その上で、Ｘ２組合員ほかの申立組合側出席者が署名し、

後日、申立組合は、署名後の団体交渉議事録確認の写しを被

申立会社側に渡していたが、その後、被申立会社から記載内

容にかかるクレームを受けたことはなかった。 

（ウ）以上から、平成２１年４月２７日の団体交渉に関する団

体交渉議事録確認は、平成２１年度賃上げ額を月額１万円と

し４月から遡及して実施する旨の申立組合と被申立会社との

間の協定を書面化したものであり、申立組合および被申立会

社の協約締結権者であるＸ２組合員およびＹ２常務の署名が

なされていることから、同協定は労働協約としての要式を満

たしていると認められる。 

ウ（ア）しかしながら、被申立会社は、被申立会社と申立組合と

の間における賃上げについては集団交渉の妥結を待って同一

条件で合意するという労使慣行があったと主張する。 

（イ）この点、被申立会社における春闘の労使交渉については、

Ｖ労組とは集団交渉を、申立組合とは個別の団体交渉を実施

してきたが、申立組合は、被申立会社が出席している集団交

渉が妥結してから、同じ内容で被申立会社と合意し、当該年

度の４月に遡って精算するという状態が数年来続いており、

申立組合と被申立会社は、賃上げ、一時金および福利厚生に

ついて確認書を毎年取り交わしている。 

 そして、平成２０年度賃上げについても、集団交渉で賃上



- 35 -

げ額は５０００円で妥結したところ、申立組合と被申立会社

は、同年４月３０日の団体交渉において賃上げ額を５０００

円とすること、年間一時金およびその他附帯事項について合

意し、後日、合意の証として、同年４月３０日付けの確認書

を取り交わしている。 

（ウ）とすれば、申立組合と被申立会社との間においては、集

団交渉における妥結を待って同一条件で賃上げ額を最終決定

するという労使慣行があったと認めるのが相当である。 

エ 以上から、平成２１年４月２７日の団体交渉に関する団体交

渉議事録確認により、申立組合と被申立会社の間において、平

成２１年度賃上げ額を月額１万円とし、４月から遡及して実施

する旨の労働協約が有効に成立したとまでは認められない。  
（２）被申立会社が、平成２１年４月２７日の団体交渉の後の団体交

渉において、平成２１年度賃上げ額はＷ労組およびＶ労組との間

の集団交渉での妥結を待つという態度をとったことは、申立組合

を弱体化させる支配介入にあたるか、また、不誠実な交渉にあた

るか（第１の３［本件の争点］（１）イ）  
ア 前記（１）ウ（ウ）のとおり、申立組合と被申立会社との間

においては、集団交渉における妥結を待って同一条件で賃上げ

額を最終決定するという労使慣行があったと認められることか

らすれば、未だ集団交渉において妥結していない状況において、

被申立会社が団体交渉において平成２１年度賃上げ額は集団交

渉での妥結を待つという態度をとったことは、何ら申立組合を

弱体化させる支配介入に当たらず、不誠実な交渉ともいえない。 

イ この点、申立組合は、平成２１年６月２４日の団体交渉にお

いて、被申立会社は突然態度を変え、平成２１年度賃上げにつ

いて集団交渉の妥結を条件とする旨を主張したことから団体交

渉は決裂し、以後被申立会社は賃上げ等を実施できない合理的

説明をしないなどと主張する。 

 しかし、申立組合は、当初、同年１０月８日の団体交渉にお

いて平成２１年度の賃上げについての団体交渉が決裂したと主
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張していたこと、同年６月２４日以降の団体交渉においても平

成２１年度の賃上げは団体交渉事項とされ交渉が継続している

と認められること、賃上げおよび賃上げに関連する一時金の上

積み以外については平成２１年度の一時金は平成２０年度と同

等の条件で支給され、福利厚生も実施されていることなどから、

申立組合の主張は採用できない。  
 ２ 争点２（平成２１年８月に生コンミキサー車が減車されたこと）

について  
（１）被申立会社が、平成２０年（２００８年）７月１６日付け覚書

に定められた申立組合との事前協議を行わずに減車したことは、

申立組合を弱体化させる支配介入にあたるか（第１の３［本件の

争点］（２）ア）  
ア 被申立会社は、平成２１年８月３１日、保有している予備車

７台のうちの２台を減車したが、この減車に際し、平成２０年

（２００８年）７月１６日付け覚書の第２項に定められた申立

組合との事前協議を全く実施しなかったことは当事者間で争い

がない。 

イ(ア)この点、被申立会社の保有する生コンミキサー車の台数に

ついては、被申立会社は、申立組合との間で平成２０年（２

００８年）２月１５日付け協定書、平成２０年（２００８年）

７月１６日付け覚書を締結し、正社員用１０台、予備車７台

とされていた。 

 このうち予備車は、申立組合等が供給する日々雇用従業員

に配車されるものであるが、配車割合は、申立組合が６、Ｖ

労組系が４とされていた。 

 また、日々雇用従業員については、申立組合３名、Ｖ労組

系２名の合計５名の日々雇用従業員の就労日数を１名に対し

て月間１３日とし２か月２６日が保障されていた。 

（イ）したがって、日々雇用従業員については、申立組合につ

いて３名の就労が保障されていたとはいえ、予備車の減車は、

申立組合が保障枠を超えて日々雇用従業員として供給する組
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合員の就労機会を奪うこととなり、そのことは申立組合の弱

体化につながるものと認められる。 

 それゆえに、申立組合は、予備車の台数確保に拘り、被申

立会社との間で平成２０年（２００８年）２月１５日付け協

定書、平成２０年（２００８年）７月１６日付け覚書を締結

していたものと認められる。 

ウ そのような状況の中で、被申立会社が、平成２０年（２００

８年）７月１６日付け覚書に基づく労働協約に違反し、一方的

に予備車の２台の減車をいわば強行したことは、申立組合との

従前の関係を全く無視しその活動を阻害するものであることは

もちろんのこと、予備車の減車により、申立組合が日々雇用従

業員として供給する組合員の就労機会を奪い、もって申立組合

を弱体化するものであるが、それらのことを被申立会社は十分

認識していたというべきである。 

エ（ア）この点、被申立会社は、生コンの出荷量が減少し、保有

する生コンミキサー車が過剰であったため、経営上の判断と

して、予備車２台を減車せざるを得なかったと主張する。 

（イ）確かに、生コン出荷量は、平成２１年において平成１９

年ないし２０年と対比して３分の２以下に減少しており、平

成２１年８月３１日時点における、被申立会社の保有台数（正

社員用１０台、予備車７台）およびＵ社の保有台数（正社員

用６台、予備車１０台）が過剰であったことが認められる。 

 しかし、経営上の理由により減車するとしても、平成２０

年（２００８年）７月１６日付け覚書に基づく協定に基づき

申立組合と事前協議を行うことは容易にできたはずであり、

被申立会社は、事前協議なくして一方的に予備車の２台の減

車を強行した事情について、Ｙ２常務が証言を避けるなど、

何ら合理的な説明ができない。 

 また、本来、生コン出荷量が減少すれば、優先的に、被申

立会社の保有する生コンミキサー車を使用し、正社員および

日々雇用従業員を従事させ、下請会社であるＵ社の業務量を
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減少させるのが通常であると思われる。 

 しかし、平成１９年以降、被申立会社の保有車両の台数は

減少しているのに対しＵ社の保有車両の台数は減少していな

い。また、被申立会社の日々雇用従業員による予備車の稼働

台数も、平成２０年６月頃から、Ｕ社の予備車の稼働台数に

比して著しく減少しており、前記イ（ア）のとおり被申立会

社が就労保障している日々雇用従業員さえも従事させずに、

Ｕ社の予備車を稼動させているなど、経済合理性に反する実

態が認められる。 

（ウ）被申立会社とＵ社との間の取引等の問題は、被申立会社

とＵ社が交渉して決定できるわけではなく、実質的にはＡ２

社とＷ労組との間の協議によって決定し、被申立会社として

はこれに従う他ないという特殊な実情があることは、被申立

会社自らが認めるところであり、前記（イ）のような被申立

会社の生コンミキサー車の保有台数や日々雇用従業員の稼働

台数の減少の背景には、そのような実情があるものと推認さ

れる。 

オ 以上から、予備車２台の減車を行ったのは、被申立会社の経

営上の理由があることは認められるものの、被申立会社が、前

記エ（ウ）の特殊な実情に基づき、申立組合を弱体化させるこ

とを認識しながらあえて実行したものと認められ、支配介入に

当たると解するのが相当であり、労働組合法第７条第３号に該

当する不当労働行為である。  
 ３ 争点３（Ｘ２組合員退職後の従業員採用）について 

（１）平成２１年５月１５日もしくは同年６月２日の団体交渉におい

て、Ｘ２組合員退職後の従業員採用について、申立組合推薦の労

働者を正社員に内定する旨の合意があったか（第１の３［本件の

争点］（３）ア） 

ア この点、申立組合と被申立会社は、平成２１年５月１５日お

よび同年６月２日の団体交渉において、Ｘ２組合員退職後に申

立組合が推薦する者を採用することについて協議したが、同年
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５月１５日の団体交渉議事録確認には、「２．２００８年７月１

６日付、協定書の確認事項について ①灰孝社１０名（正社員）

体制の１２月補充確認と内定確認 ②建交労の保障付き日々雇

用（空き枠１名）の１２月補充確認」とあらかじめ印字された

項の余白に、「２、①次回灰孝社が、正社員を内定する（１名）」

と手書きされており、また、同年６月２日の団体交渉議事録確

認には、「２．２００８年７月１６日付、協定書の確認事項につ

いて ①灰孝社１０名（正社員）体制の１２月補充確認と内定

確認 ②建交労の保障付き日々雇用（空き枠１名）の１２月補

充確認」とあらかじめ印字された項の余白に、「内定書の提出を

１週間以内する。次回の団交で建交労の内定者を確認し面接の

予定入れる。」と手書きされており、これら団体交渉議事録確認

には労使双方とも出席者が署名している。 

イ そして、前記１（１）イで述べたのと同様に、平成２１年５

月１５日および同年６月２日の団体交渉において団体交渉議事

録確認は、労働協約としての要式を満たしている書面と認めら

れる。 

ウ ところで、申立組合と被申立会社は、平成２０年（２００８

年）７月１６日付け覚書において、「会社は、会社の車両台数を

１７台とし、運転業務者１０名を最低人員とすることを確認す

る。今後の車両台数・人員の問題については組合と事前に協議

し合意のもとに進めることを確認する。」との労働協約を締結し

ている。 

 そして、平成２１年５月１５日および同年６月２日の団体交

渉は、団体交渉議事録確認において「２．２００８年７月１６

日付、協定書の確認事項について ①灰孝社１０名（正社員）

体制の１２月補充確認と内定確認」と印字されているとおり、

前記労働協約に基づいて、Ｘ２組合員退職後の従業員採用につ

いて事前協議を行ったものであり、具体的な採用手続を合意の

もとに進めていたものと認められる。  

エ とすれば、申立組合員の従業員としての採用について覚書な
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いしは協定書を締結している従前の経緯にかんがみ、労働協約

とまでいえるかはさておき、かかる団体交渉議事録確認に基づ

き、申立組合と被申立会社との間において、Ｘ２組合員退職後

の従業員採用について申立組合推薦の労働者を正社員に内定す

る旨の合意がなされたと認めるのが相当である。 

オ なお、Ｙ２常務は、平成２１年７月２９日の団体交渉の団体

交渉議事録確認において「Ｘ２１２月８日退社の為２００９年

９月末までに建交労の組合員を灰孝社社員として内定する」と

いう記載を抹消しているが、そもそも前記エの合意がないので

あれば、同年５月１５日および同年６月２日の団体交渉におけ

る団体交渉議事録確認において前記アの手書き部分を抹消して

いたはずであり、同年７月２９日の団体交渉の団体交渉に至り

前記の抹消を行ったのは、後記（２）のとおり、その間に被申

立会社において前記エの合意を反故にしなければならない状況

の変化があったものというべきである。 

（２）被申立会社が、申立組合推薦による内定者選定作業に入らなか

ったことは、申立組合を弱体化させる支配介入にあたるか（第１

の３［本件の争点］（３）イ） 

ア この点、当時、Ｘ２組合員、Ｘ５組合員、Ｘ４組合員の３名

が正社員として被申立会社に在籍していたが、Ｘ２組合員の定

年退職に伴い、組合員が２名に減少することから、申立組合は

被申立会社に対し、Ｘ２組合員退職後の従業員採用について申

立組合推薦の労働者を正社員に内定することを求め、前記（１）

エの合意に至ったものである。 

イ したがって、前記（１）エの合意に反し、申立組合推薦によ

る内定者選定作業に入らないことは、前記（１）ウの労働協約

に基づく協議の成果を軽視し申立組合の活動を著しく阻害する

ことはもちろんのこと、申立組合の組合員の減少を招き、申立

組合の弱体化につながるものといえる。 

ウ ところが、平成２０年１２月２７日に非組合員の正社員運転

手１名が被申立会社を退職したところ、Ｖ労組から被申立会社
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に対し、運転手の補充にＶ労組の組合員を採用するよう要求が

あり、平成２１年６月１６日付けでＤをＶ労組推薦として採用

したが、Ｄの採用直後、Ｗ労組は被申立会社に対し、Ｕ社の正

社員は増えていないのに、なぜ被申立会社は正社員運転手の新

規採用をするのか、といった趣旨の猛抗議を行い、この抗議は

内々に約３か月間続いた。 

エ そこで、被申立会社は、申立組合に対し何ら合理的な説明を

しないままに、前記（１）エの合意に基づく申立組合推薦によ

る内定者選定作業に入らず、かえって、Ｗ労組から、前記ウの

抗議に際し、被申立会社でＷ労組の組合員を雇用するよう要求

されたことに対し、結局、Ｕ社の日々雇用従業員でＷ労組の組

合員であったＣをＶ労組へトレードし、Ｖ労組推薦という形を

とってＸ２組合員の定年退職後の平成２１年１２月１６日付け

で正社員採用したものと認められる。 

オ 以上から、被申立会社は、前記（１）エの合意に反し、申立

組合推薦による内定者選定作業に入らないことは、前記（１）

ウの労働協約に基づく協議の成果を軽視し申立組合の活動を著

しく阻害すること、および、申立組合の組合員の減少を招き、

申立組合の弱体化につながるものであることを認識しながらあ

えて実行したものと認められ、支配介入に当たると解するのが

相当であり、労働組合法第７条第３号に該当する不当労働行為

である。 

（３）被申立会社が平成２１年５月１５日もしくは同年６月２日の団

体交渉の後の団体交渉において、申立組合推薦による内定者選定

作業に入らなかったことについて合理的な説明を行わなかったこ

とは、不誠実な交渉にあたるか（第１の３［本件の争点］（３）ウ） 
ア 被申立会社は、平成２１年７月２９日の団体交渉において、

前記（１）エの合意を反故にし、団体交渉議事録確認において

「Ｘ２１２月８日退社の為２００９年９月末までに建交労の組

合員を灰孝社社員として内定する」という記載を抹消している

が、同日およびそれ以後の団体交渉において、前記（１）エの



- 42 -

合意の履行を求める申立組合に対し、何ら合理的な説明をして

おらず、誠実交渉義務を果たしているとは認められない。 

イ したがって、被申立会社が平成２１年５月１５日もしくは同

年６月２日の団体交渉の後の団体交渉において、申立組合推薦

による内定者選定作業に入らなかったことについて合理的な説

明を行わなかったことは、不誠実な団体交渉にあたると解する

のが相当であり、労働組合法第７条第２号に該当する不当労働

行為である。  
４ 救済方法について 

（１）申立組合は、被申立会社に対し、平成２１年８月３１日付けの

減車を撤回することを命ずることを請求している。 

 しかし、生コンミキサー車の減車は、最終的には被申立会社の

経営権に属する事項であり、また、生コン出荷量の減少により被

申立会社の経営状態が悪化し、生コンミキサー車が過剰な状態で

あることからすれば、原状回復として減車の撤回までも命じるこ

とは救済方法としては相当ではない。 

（２）また、申立組合は、被申立会社に対し、申立組合推薦による内

定者選定作業に速やかに入ることを命ずることを請求している。 

 しかし、従業員の採用は、本来、被申立会社の経営権に属する

事項であり、かつ、生コン出荷量の減少により被申立会社の経営

状態が悪化する中で、Ｘ２組合員の退職に際し正社員を１名採用

し、他方で嘱託職員６名が退職している状況であることからすれ

ば、被申立会社が将来正社員を採用する際には申立組合が推薦す

る者を採用することが望まれるが、原状回復として申立組合推薦

による内定者選定作業に入ることまでも命ずることは救済方法と

しては相当ではない。 

（３）なお、被申立会社は、平成２０年（２００８年）７月１６日付

け覚書に定められた申立組合との事前協議を行わずに減車したこ

とについて、分会長あてに「お詫び」と題する書面を交付するな

どしているが、同書面は不当労働行為であることを認めてこれを

謝罪する趣旨のものではなく、不当労働行為によって生じた侵害
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行為を是正するに足る十分な謝罪がなされたとは認められない。 

（４）したがって、救済方法としては、不当労働行為であることの確

認と謝罪文の手交・掲示を命じることが相当である。 

５ 救済利益について 

（１）被申立会社は、Ｘ５組合員およびＸ４組合員が申立組合を脱退

し、被申立会社に労働者として雇用される申立組合の組合員がい

なくなったことを理由に、申立組合が本件申立について救済利益

を失ったと主張する。 

（２）たしかに、労働委員会の救済命令は、不当労働行為によって生

じた侵害状態を是正し、不当労働行為がなかったのと同様の状態

を回復しようとするものであることから、労働委員会が、救済命

令を発するには、不当労働行為の成立に加え、救済利益として侵

害状態を是正する必要性が存在しなければならず、救済利益が認

められない場合は、救済申立は棄却されるべきである。 

（３）しかし、申立組合は、平成２０年（２００８年）７月１６日付

け覚書による労働協約に基づき、申立組合が組合員を被申立会社

の日々雇用従業員として供給するについて３名の就労保障を受け

る利益を有している。 

 この点、被申立会社は、申立組合に対する平成２３年２月１６

日付けの通知書に基づき、被申立会社の従業員である申立組合の

組合員が１名も存在しなくなったという事情の変更を理由に、前

記労働協約は同日付で解約されたと主張し、申立組合の組合員の

日々雇用従業員としての就労を拒否しているが、かかる事情の変

更にもかかわらず、申立組合が組合員について被申立会社に対し

日々雇用従業員として就労機会の提供を求める前記利益は何ら変

わらないことから、前記労働協約の解約を認めるに足る理由はな

いというべきである。 

 とすれば、未だ、申立組合は、被申立会社との間において、前

記労働協約に基づく就労保障の実行などを求めて団体交渉を行う

権利を有する関係にあると認められる。 

（４）また、Ｘ４組合員およびＸ５組合員は未だ被申立会社に正社員
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として在籍しており、両組合員が申立組合を脱退した理由が不明

であるところ、両組合員が申立組合に再加入することもにわかに

否定できない。 

 あるいは、前記４（２）のとおり、被申立会社が将来正社員を

採用する際には申立組合が推薦する者を採用することが望まれる

ところ、申立組合が被申立会社に従業員として在籍する組合員を

獲得する可能性も失われていない。 

（５）なお、救済申立を行う労働組合における「使用者が雇用する労

働者」の存在が、労働委員会が救済命令を発する時点における要

件であるかが問題となる。  

 しかし、これを肯定すると、使用者が、かかる要件を満たし救

済命令を免れるために、組合員の定年退職を待つとか、人事権を

行使して当該組合に対応する事業所に所属する組合員全員を配置

転換させるなどの様々な不合理な事態も生じ得る。 

 したがって、救済申立を行う労働組合における「使用者が雇用

する労働者」の存在は、労働委員会が救済命令を発する時点にお

ける要件として認めるのは相当ではない。  

（６）以上から、申立組合において、当委員会が被申立会社の不当労

働行為として前記２および３で認定した支配介入および不誠実団

交を是正し、正常な労使関係を回復・確保する必要性が認められ、

前記４の救済方法による救済について、救済を受けるべき利益は

失われていないと認めるのが相当である。 

６ 結語 

以上の認定した事実および判断に基づき、当委員会は、労働組合

法２７条の１２および労働委員会規則第４３条の規定により主文の

とおり命令する。 

  

 平成２３年３月１４日 

                                滋賀県労働委員会 
                                    会 長  肱 岡 勇 夫  



（別表１） 
                                               （単位：台） 

被申立会社 Ｕ社  

正社員用 予備車 計 正社員用 予備車 計 

平成 19 年～平成 20 年 7 月 15 日 １０ １３ ２３ ６ １０ １６ 

平成 20 年 7 月 16 日～平成 21 年 8 月 30 日 １０ ７ １７ ６ １０ １６ 

平成 21 年 8 月 31 日～本件申立 １０ ５ １５ ６ １０ １６ 

 
 
（別表２） 
  （平成１９年）                                          （単位：台） 

 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 計 

被申立会社 83 139 221 110 114 147 164 171 197 206 152 140 1,839

Ｕ社 14 30 77 1 73 95 94 141 120 147 122 111 1,025

  （平成２０年） 

 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 計 

被申立会社 116 178 154 157 117 51 33 3 15 34 68 62 988

Ｕ社 86 129 168 142 160 102 57 49 70 76 72 83 1,194

   （平成２１年） 

 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 計 

被申立会社 51 60 32 24 35 22 27 11 39 9 19 18 347

Ｕ社 89 189 72 72 106 89 162 76 142 53 61 103 1,214

 



（別表３） 

                                              （単位：立方メートル） 

 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 計 

平成１９年 2,474 4,573 7,472 3,207 4,240 3,190 4,935 2,845 5,400 8,069 5,710 6,430 58,545

平成２０年 5,194 6,056 6,272 5,505 5,865 3,569 4,994 3,176 4,894 4,301 2,915 3,822 56,563

平成２１年 2,259 3,597 1,926 2,435 2,918 2,073 5,744 2,640 2,674 2,543 2,646 3,682 35,137

 


